
現 行 改 正 後

第二分冊 保険会社関係 第二分冊 保険会社関係

目 次 目 次

（略） （略）

３－１ 損害保険募集関係 ３－１ 損害保険募集関係

損害保険募集人が保険契約者の利益を害することが無いよう、損害保険会社は損害保 （同左）

険募集人の適切な業務運営を確保する必要がある。このため、以下のような点について

、損害保険会社の取り組み状況等を確認することとする。

３－１－１ 適正な保険募集体制の確立 ３－１－１ 適正な保険募集体制の確立

（略） （同左）

（略） （同左）

３－１－２ 募集活動の適正化 ３－１－２ 募集活動の適正化

法第２９５条関係 法第２９５条関係

① （略） ① （同左）

② （略） ② （同左）

（注）既存代理店に対する措置として、平成８年３月３１日以前の登録代理店につ （注）既存代理店に対する措置として、平成８年３月３１日以前の登録代理店で、

いては、当分の間は、次の計算で行う。 かつ、同年４月１日以降平成１３年３月３１日までの間に損害保険代理店制度

に基づく種別変更を行わなかった代理店については、当分の間、次の計算で行

う。

１．対象保険契約は、火災保険、自動車保険及び傷害保険契約（医療費用保険 １．対象保険契約は、火災保険、自動車保険及び傷害保険契約（医療費用保険

及び介護費用保険を含む。）とする。 及び介護費用保険を含む。）とする。

２．特定契約の割合は、各特定者個々で特定契約の割合を計算し、そのうち最 ２．特定契約の割合は、各特定者個々で特定契約の割合を計算し、そのうち最

も高い割合を特定契約の割合とする。 も高い割合を特定契約の割合とする。

３．既存代理店が損害保険代理店制度に基づく種別変更を行う場合には、上記 （削 除）

１および２の規定を適用しない。また、種別変更後も同様とする。



（新 設） ③ 自己契約又は特定契約に係る収入保険料の割合が３０％を超えた場合には、すみ

やかに改善するよう代理店を指導しているか。

～ （略） ～ （同左）

３－１－３ 他人の生命の保険契約について ３－１－３ 他人の生命の保険契約について

（略） （同左）

３－１－４ 損害保険代理店制度 ３－１－４ 自動車損害賠償責任保険について

法第４条第２項第２号等に定める事業方法書において、代理店手数料の水準が代理店の 自動車損害賠償責任保険は、自動車の登録・車検制度とリンクしており、契約者に対し

種別等に対応して規定されていること、及び、多様化する消費者ニーズを的確に把握する て速やかに自動車損害賠償責任保険証明書を交付する必要があることから、特に資力、信

とともに、きめ細かいサービス及び良質の情報を消費者に提供することの重要性に鑑み、 用及び業務遂行能力等を備えた代理店に証明書の発行権限を付与する。これらの代理店に

各損害保険会社は、以下のような代理店種別制度を設け、適切な代理店の管理及びその資 対して、保険料の精算を迅速・確実に行うなど適正な業務運営を行うよう指導する。

質の向上に努める必要があるが、その措置及び取組状況はどうか。

代理店の区分

① 法第２７６条の規定による登録を受けた代理店を種別代理店と無種別代理店に区

分して管理する。

② 種別代理店は、火災保険、自動車保険又は傷害保険（医療費用保険及び介護費用

保険を含む。）を取り扱う代理店とし、その種別を特級代理店（特級（一般）代理

店及び特級（工場）代理店）、上級代理店、普通代理店及び初級代理店とする。

③ 無種別代理店は、上記②以外の代理店とする。

代理店の区分による資格の取得等

① 種別代理店の個人資格については、所定の講習を受け、かつ、試験に合格するこ

とにより取得させる。また、それぞれの資格については、次に掲げる要件を充足す

ることとする。

イ 特級（一般）資格については、損害保険のほぼ全種目につき代理店業務に必要

な知識を持ち、十分に自立して取り扱う能力があり、特に大衆分野について高度



な知識を持ち、その取扱いに関する能力が優れていること。

ロ 特級（工場）資格については、損害保険のほぼ全種目につき代理店業務に必要

な知識を持ち、十分に自立して取り扱う能力があり、特に火災保険の工場物件(

各種特約を含む。）について高度な知識を持ち、その取扱いに関する能力が優れ

ていること。

ハ 上級資格については、損害保険のほぼ全種目につき代理店業務に必要な知識を

持ち、十分に自立して取り扱う能力があること。火災保険、自動車保険の単種目

上級資格については、当該保険種目について同様の能力があること。

ニ 普通資格については、損害保険の種目のうち大衆分野につき代理店業務に必要

な知識を持ち、自立して取り扱う能力があること。火災保険、自動車保険及び傷

害保険の単種目資格については、当該保険種目について同様の能力があること。

ホ 初級資格については、保険会社の援助及び指導のもと自立して代理店業務を行

うことの修得過程にあること。

② 無種別代理店の個人資格については、火災相互保険、傷害相互保険、建物更新保

険又は満期戻長期保険を取り扱う代理店においては、所定の講習を受け、かつ、試

験に合格することにより、個人資格を取得させる。これ以外の保険の種類を取り扱

う代理店については、所定の教育を受けさせることとする。

種別代理店の認定の要件

① 資格者状況

次に掲げる要件を充足することとする。

イ 代理店の店主、役員及び使用人のうち募集従事者が上記 ①に掲げる個人資格

のいずれかを有していること。

ロ 普通代理店以上の代理店の店主（代理店の出先を別個に登録している場合の当

該出先の責任者を含む。ただし、店主又は出先の責任者から権限を付与された保

険部門の責任者が普通資格以上の資格を有している場合はこの限りでない。）は

、普通資格以上の資格を有していること。

ハ 代理店は、募集従事者数につき代理店の種別に応じてそれぞれ次の要件を備え

ていること。この場合、別個に登録していない出先を有する代理店は母店及び別

個に登録していない出先を通算したもののそれぞれについて判定する。

(ｲ) 特級代理店



ａ 特級（一般）代理店は、特級（一般）資格者を４０％（募集従事者が３名

のときは３０％）又は５名以上有し、かつ、これを含め普通資格以上の資格

者を５０％又は４０名以上有しているものとする。ただし、募集従事者は２

名以上有するものとし、２名の場合にあっては、そのいずれも普通資格以上

の資格を有するものとする。なお、別個に登録していない出先については、

当該各出先について特級（一般）資格者を４０％（募集従事者が３名のとき （削 除）

は３０％）又は５名以上有するものとする。

ｂ 特級（工場）代理店は、特級（工場）資格者を４０％又は５名以上有し、

かつ、これを含め普通資格以上の資格者を５０％又は４０名以上有している

ものとする。なお、別個に登録していない出先については、当該各出先につ

いて特級（工場）資格者を４０％又は５名以上有するものとする。

(ﾛ) 上級代理店

上級資格以上の資格者を２０％又は２名以上有し、かつこれを含め普通資格

以上の資格者を５０％又は４０名以上有しているものとする。なお、別個に登

録していない出先については、当該各出先について、募集従事者が８名以上の

ときは上級資格以上の資格者を１名以上、募集従事者が８名未満のときは普通

資格以上の資格者を１名以上有するものとする。

(ﾊ) 普通代理店

普通資格以上の資格者を５０％又は４０名以上有しているものとする。

なお、別個に登録していない出先については、当該各出先について普通資格

以上の資格者を１名以上有するものとする。

② 挙績状況等

代理店は、過去１年間の収入保険料（自動車損害賠償責任保険、海上保険、運送

保険及び原子力保険に係るもの並びに自己契約及び特定契約に係るものを除く。）

合計額につき、次の要件を備えることとする。

イ 特級（一般）代理店は、大衆保険の収入保険料が５，０００万円以上（原則と

して火災保険１，０００万円以上、自動車保険２，０００万円以上、傷害保険５

００万円以上のいずれも満たすことを要件とする。）で、かつ、収入保険料合計

額に占める割合が７０％以上であること。

（注）大衆保険には、火災保険として火災相互保険、建物更新保険及び満期戻長期



保険を、傷害保険には傷害相互保険を含むことができる。

ロ 特級（工場）代理店は、５，０００万円以上であること。

ハ 上級代理店は、都市所在の代理店については、１，０００万円以上、町村所在

の代理店については８００万円以上であること。

ニ 普通代理店は、１００万円以上とする。ただし、傷害単種目代理店については

４０万円以上であること。

ホ 普通代理店以上の代理店は、過去１年間の収入保険料合計額に占める自己契約

又は特定契約に係る収入保険料の割合が３０％以下であること。

ヘ 代理店は、法令等を遵守するとともに、契約者保護の観点から公正かつ適正に

業務を遂行していること。

ト 上級代理店以上の代理店は、契約者の信頼を損なわないよう十分な顧客管理を

行っていること。

なお、特級代理店は、代理店業務専用の事務所を有するものとする。

チ 募集業務を継承した代理店については、認定要件を引き続き維持している場合

は、元の代理店の種別に基づき認定することができること。

初級代理店の育成期間は、初級代理店の登録日（委託種目の追加、格下げ等により

初級代理店と認定された日を含む。）から１年経過した日の属する月の末日までとし

、当該期間内に普通代理店に育成する。

ただし、登録日から１年以内の挙績が５０万円以上で、普通代理店の認定の要件の

うち挙績以外の要件を満たしている場合は、１年間を限度として育成期間を延長でき

る。

資格及び種別の判定を適正かつ厳正に行い、判定後も種別代理店の資格者、挙績、

業務遂行状況等を把握し、その維持を図る。

なお、資格試験等の実施については、必要に応じ 日本損害保険協会に依頼するな

どし、適正に行う。

自動車損害賠償責任保険は、自動車の登録・車検制度とリンクしており、契約者に

対して速やかに自動車損害賠償責任保険証明書を交付する必要があることから、特に

資力、信用及び業務遂行能力等を備えた代理店に証明書の発行権限を付与する。これ

らの代理店に対して、保険料の精算を迅速・確実に行うなど適正な業務運営を行うよ

う指導する。



生命保険会社に雇用されている営業職員等が、当該生命保険会社の子損害保険会社

を代理申請会社として平成８年１０月１日以降に登録する場合については、平成１２

年１２月３１日までを期限として、次のような経過措置を設ける。

① 普通代理店の挙績要件の基準１００万円以上、及び初級代理店の育成期間の延長

に係る挙績要件の基準５０万円以上については、その２分の１とする。

② 初級代理店の育成期間については、延長した代理店の育成期間の満了日が平成１

２年１２月３１日以前であり、普通代理店の認定要件のうち挙績以外の要件を満た

している場合に限り、(4) に規定する育成期間を更に１年間延長することができる

。

生命保険募集人で、他の生命保険募集人（営業職員等）の管理又は教育を行う者等

（いわゆる支部長等）については、自己が雇用されている生命保険会社の子損害保険

会社を代理申請会社として代理店登録し、営業職員等の同行・指導のみを行いこれを

継続する間は、上記 の取扱いを適用しないことができる。

代理店手数料率については、代理店機能の発揮度合いに見合い事業方法書に記載さ

れた適正な手数料体系に基づき、適正な運営が行われるものとする。

なお、保険仲立人手数料についても同様の取扱となっているか。

３－２ 損害保険代理店の登録関係 ３－２ 損害保険代理店の登録関係

（略） （略）

登録申請等の受理及び確認 登録申請等の受理及び確認

①～②（略） ①～②（同左）

③ 申請書類又は届出書の受理 ③ 申請書類又は届出書の受理

イ～ロ（略） イ～ロ（同左）

（新 設） ハ 生命保険募集人で、他の生命保険募集人（営業職員等）の管理又は教育を行う

者等（いわゆる支部長等）については、自己が雇用されている生命保険会社が損

害保険会社から保険業法第９８条に基づく業務の代理・事務の委託を受け、当該

業務の代理・事務の委託に基づき、営業職員等の同行・指導のみを行いこれを継

続する間は、業務の代理・事務の代行を委託する当該損害保険会社を代理申請会



社とし、一括して代理店登録を行うことができる。

（別紙１） （別紙１）

住 所 申請者の住民票等上の現住 商業登記簿上の本店の住所 住 所 申請者の住民票等上の現住 商業登記簿上の本店の住所

所を記載する。 を記載する。 所を記載する。 を記載する。

なお、 ③ハの登録の場合

においては、記載を要しない

。

事務所の名称・ 損害保険代理業務を行う事 損害保険代理業務を行う事 事務所の名称・ 損害保険代理業務を行う事 損害保険代理業務を行う事

所在地 務所について記載する（事務 務所について記載する（事務 所在地 務所について記載する（事務 務所について記載する（事務

所の名称がない場合は名称欄 所の名称がない場合は名称欄 所の名称がない場合は名称欄 所の名称がない場合は名称欄

の記載を要しない。また、事 の記載を要しない。また、事 の記載を要しない。また、事 の記載を要しない。また、事

務所の所在地が住所欄と同じ 務所の所在地が住所欄と同じ 務所の所在地が住所欄と同じ 務所の所在地が住所欄と同じ

場合は、所在地欄の記載を要 場合は、所在地欄の記載を要 場合は、所在地欄の記載を要 場合は、所在地欄の記載を要

しない。） しない。） しない。） しない。）

代理店が別個に支店等の等 なお、 ③ハの登録の場合 代理店が別個に支店等の等

登録を行う場合には、既登録 、事務所の所在地は、保険業 登録を行う場合には、既登録

の代理店の事務所については 法第９８条に基づく業務の代 の代理店の事務所については

、登録申請書の「事務所の名 理・事務の代行を委託する損 、登録申請書の「事務所の名

称、所在地」欄の記載を要し 害保険会社の本店の所在地又 称、所在地」欄の記載を要し

ない。 はこれに準じて管理全般が一 ない。

括して行われる事務所の所在

地とする。

他に業務を行っ 他に業務を行っている場合 同 左 他に業務を行っ 他に業務を行っている場合 他に業務を行っている場合

ている場合は、 については、その主要な業務 ている場合は、 については、その主要な業務 については、その主要な業務

その業務の種類 の記載をもって足りるものと その業務の種類 の記載をもって足りるものと の記載をもって足りるものと

する。ただし、生命保険募集 する。ただし、生命保険募集 する。ただし、生命保険募集



人の登録を受けている場合は 人の登録を受けている場合は 人の登録を受けている場合は

その旨記載する。 その旨記載する。 その旨記載する。

なお、 ③ハの登録の場合

においては、「生命保険募集

人（支部長等）」と記載する

こととする。



現 行 改 正 後

第二分冊 保険会社関係 第二分冊 保険会社関係

目 次 目 次

（略） （略）

３－２ 損害保険代理店の登録関係 ３－２ 損害保険代理店の登録関係

登録申請書等の受理及び確認 （同左）

①・② （略）

③ 申請書類又は届出書の受理

イ （略）

ロ 代理店の主たる事務所（以下「本店」という。）と同じく、独立して損害保険

会社と取引を行う従たる事務所（以下「支店等」という。）については、本店と

は別個に登録を行うことができるものとする。この場合、登録申請者は、登録を

しようとする代理店の支店長等とせず、本店の代表者とすることで差し支えない

。

（注）１．同一経済圏を越える従たる事務所を設置する場合は、当該従たる事務所にあ （削 除）

る所属会社の営業所において直接取引を行い、指導管理ができる必要がある。

ただし、旅行業者又は運送業者代理店の従たる事務所であって、従前より同

一経済圏を越え、かつ所属会社と直接取引を行っていない従たる事務所は、所

属会社により当該従たる事務所の保険募集に係る十分な管理を行う場合には、

従来どおり直接取引を行わないこととすることができる。

２．同一経済圏とは、登録代理店の事務所所在地と同一の財務局管内の地域及び （削 除）

当該財務局に隣接する府県までとする。ただし、九州財務局及び福岡財務支局

は同一財務局管内とみなす。



３．同一経済圏における従たる事務所で自動車損害賠償責任保険を取扱う場合は （削 除）

、保険会社と直接取引を行う場合であっても別個に登録は要しないものとする

。

④～⑥（略）

～ （略）

損害保険会社が他の損害保険会社の代理店となる手続（法第９８条関係） 損害保険会社が他の損害保険会社の事業の遂行に必要な一切の業務を行う際に代理

店となる手続（法第９８条関係）

① 損害保険会社の本店は、法第９８条第２項の規定により金融庁長官の認可を受け ① 損害保険会社の本店は、法第９８条第２項の規定により金融庁長官の認可を受け

たことを証する書面、委託契約書が外国文の場合はその訳文を添付させるものとす 、本店の所在地の管轄財務局へ法第２７６条に基づく代理店の登録を行う。

る。

② 登録申請書には、法第２７７条第２項に規定する添付書類を添付させる。 ② 登録申請書には、法第２７７条第２項に規定する添付書類を添付させる。

ただし、役員一覧及び定款等の添付は省略することができる。 ただし、役員一覧及び定款等の添付は省略することができる。

なお、添付書類のほかに、金融庁長官の認可を受けたことを証する書面、委託契 なお、添付書類のほかに、金融庁長官の認可を受けたことを証する書面、委託契

約書が外国語文の場合はその訳文を添付させるものとする。 約書が外国語文の場合はその訳文を添付させるものとする。

③ 代理店業を行う支店の支店長を法第３０２条に基づく役員又は使用人として、当 ③ 代理店業を行う支店の支店長を法第３０２条に基づく役員又は使用人として、当

該支店所在地の管轄財務局へ届け出させるものとする。 該支店所在地の管轄財務局へ届け出させることができることとする。

なお、使用人届の届出の際、支店長は、管轄財務局長に対して、登録財務局、登 なお、使用人届の届出の際、支店長は、管轄財務局長に対して、登録財務局、登

録年月日及び登録済みである旨を届け出させるものとする。 録年月日及び登録済みである旨を届け出させることができるものとする。



現 行 改 正 後

第二分冊 保険会社関係 第二分冊 保険会社関係

３ 損害保険関係 ３ 損害保険関係

３－２ 損害保険代理店の登録関係 ３－２ 損害保険代理店の登録関係

保険募集に従事する役員又は使用人届出（法第３０２条の届出） 保険募集に従事する役員又は使用人届出（法第３０２条の届出）

① 法第３０２条にいう保険募集に従事する役員又は使用人とは、代理店の事務所に ① 法第３０２条にいう保険募集に従事する役員又は使用人とは、代理店の事務所に

勤務（使用人にあっては代理店と雇用関係（期間雇用を含む。）がある者に限る。 勤務し、かつ、保険募集に関し所定の教育を受け、その代理店の管理のもとで保険

）し、かつ、保険募集に関し所定の教育を受け、その代理店の管理のもとで保険募 募集を行う者をいう。なお、同一人が複数の代理店において保険募集に従事する役

集を行う者をいう。なお、同一人が複数の代理店において保険募集に従事する役員 員又は使用人にはなれないことに留意する。

又は使用人にはなれないことに留意する。

４ 保険仲立人関係 ４ 保険仲立人関係

４－１ 登録事項 ４－１ 登録事項

４－１－11 保険募集に従事する役員又は使用人の届出の取扱い ４－１－11 保険募集に従事する役員又は使用人の届出の取扱い

法第３０２条に規定する役員又は使用人の届出の取扱いは、下記のとおりとする。 法第３０２条に規定する役員又は使用人の届出の取扱いは、下記のとおりとする。

法第３０２条の規定により届出を要する役員又は使用人とは、登録を受けた保険仲 法第３０２条の規定により届出を要する役員又は使用人とは、登録を受けた保険仲

立人の日本にある事務所に勤務する役員（代表権を有する役員を除く。）又は登録を 立人の日本にある事務所に勤務する役員（代表権を有する役員を除く。）又は使用人

受けた保険仲立人と雇用関係（期間雇用等を含む。）があり、かつ当該保険仲立人の をいう。ただし、同一の役員又は使用人は、複数の保険仲立人の保険募集を行う役員

日本にある事務所に勤務する使用人をいう。ただし、同一の役員又は使用人は、複数 又は使用人を兼務しないものとする。

の保険仲立人の保険募集を行う役員又は使用人を兼務しないものとする。


